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○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表                  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現  行 
（ 混 信 防 止 機 能 ） 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止

機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

七 六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八

一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 標 定 業 務 の 特 定 小 電 力 無 線 局 及 び 二

四 ・ 二 五 GH
z

以 上 二 九 GH
z

未 満 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 施 行 規 則 第 四 条 の 四 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） に つ い て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 五 号 に 規 定 す る 機 能 

 八 ～ 十 一 （ 略 ） 

（ 混 信 防 止 機 能 ） 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止

機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ） 

 七 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 （ 次

号 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 

イ 電 気 通 信 回 線 に 接 続 す る 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 三 号 に

規 定 す る 機 能 

ロ 電 気 通 信 回 線 に 接 続 し な い 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 四 号

に 規 定 す る 機 能 

 八 六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八

一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 標 定 業 務 の 特 定 小 電 力 無 線 局 及 び 二

四 ・ 二 五 GH
z

以 上 二 九 GH
z

未 満 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 施 行 規 則 第 四 条 の 四 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） に つ い て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 五 号 に 規 定 す る 機 能 

九 ～ 十 二 （ 略 ） 

（ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従

い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従

い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 

送 信 設 備 

許 容 偏 差   

送 信 設 備 

許 容 偏 差  

 上 限 （

パ ー セ

ン ト ） 

下 限 （

パ ー セ

ン ト ） 

  上 限 （

パ ー セ

ン ト ） 

下 限 （

パ ー セ

ン ト ） 

 

 一 ～ 六 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）   一 ～ 六 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

 七 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

 (一
)

～ (三
)

 （ 略 ） 

 (四
)

 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 送 信 設

備 （ 五 、 四 七 〇 MH
z

を 超 え 五 、 七 二 五 MH
z

以 下 及 び

五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

（ 略 ） （ 略 ）   七 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

 (一
)

～ (三
)

 （ 略 ） 

 (四
)

 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 送 信 設 備

（ 五 、 四 七 〇 MH
z

を 超 え 五 、 七 二 五 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

（ 略 ） （ 略 ）  

別
添
２
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す る も の を 除 く 。 ） 

 (五
)

・ (六
)

 （ 略 ） 

  

(五
)

・ (六
)

 （ 略 ） 

 八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）   八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

 九 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

 (一
)

  六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七

七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八 一 GH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 送 信 設 備 

 (二
)

 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使

用 す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 送 信

設 備 

五 〇 七 〇   九 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 送 信 設 備 

五 〇 七 〇  

 十 ～ 十 八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）   十 ～ 十 八 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ） 

２ ～ 1
2   ( 略) 

1
3  六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八

一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ い て は

、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

一 六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 又 は 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 装 置 

 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

二 （ 略 ） 

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ） 

２ ～ 1
2  ( 略) 

1
3  五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 、 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 又 は 七 七 GH
z

を 超 え 八 一

GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第

一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

一 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 又 は 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 装 置 

 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

二 （ 略 ） 

1
4
～ 2
9   ( 略) 1
4
～ 2
9   ( 略) 

（ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 十 四 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 そ

れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 十 一 ( 略) 

 

 

 

 

 

 十 二 六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 又 は 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波

 （ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 十 四 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 そ

れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ～ 十 一 ( 略) 

 十 二 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ 次 号 に 規 定 す

る も の を 除 く 。 ） 

イ 送 信 機 は 、 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き

な い こ と 。 

ロ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 四 七 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

 十 三 六 〇 GH
z

を 超 え 六 一 GH
z

以 下 又 は 七 六 GH
z

を 超 え 七 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波



三頁 

 

を 使 用 す る 無 線 標 定 業 務 の も の 

イ 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。

た だ し 、 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
ロ 通 常 起 こ り 得 る 温 度 若 し く は 湿 度 の 変 化 又 は 振 動 が あ つ た 場 合 に お い

て 、 支 障 な く 動 作 す る も の で あ る こ と 。 

ハ 計 測 時 以 外 に お い て は 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ニ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 四 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

十 三  ( 略)  

を 使 用 す る 無 線 標 定 業 務 の も の 

イ 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。

た だ し 、 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

ロ 通 常 起 こ り 得 る 温 度 若 し く は 湿 度 の 変 化 又 は 振 動 が あ つ た 場 合 に お い

て 、 支 障 な く 動 作 す る も の で あ る こ と 。 

ハ 計 測 時 以 外 に お い て は 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ニ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 四 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

 十 四  ( 略)  

 （ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号

の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ～ 六  ( 略) 

 七 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

イ 送 信 機 は 、 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き

な い こ と 。 

ロ 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 二 五 ○ ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、

一 〇 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る 場 合 は 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 四 〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ

リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。 

ハ 送 信 空 中 線 の 利 得 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

(1
)  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の の 絶 対 利 得 は 、 四

七 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

(2
)  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る も の の 絶 対 利 得 は 、

一 〇 デ シ ベ ル 以 上 で あ る こ と 。 

ニ 送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る も の に あ つ て は 、 送 信

開 始 時 に お い て 動 作 す る キ ャ リ ア セ ン ス 機 能 を 備 え 付 け る こ と 。 

 （ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号

の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ～ 六  ( 略) 

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

周波数の許容偏差の表 周波数の許容偏差の表 

 

周 波 数 帯 無   線   局   

周波数の許容偏差

（Ｈｚ又はｋＨｚ

を付したものを除

  

周 波 数 帯 無   線   局    

周波数の許容偏差

（Ｈｚ又はｋＨｚ

を付したものを除

 



四頁 

 

き，百万分率） き，百万分率） 

 １～８ （略） （略） （略）   １～８ （略） （略） （略）  

 ９ 10.5ＧＨｚ

を超え 134Ｇ

Ｈｚ以下 

１～５ （略） 

６ 小電力データ通信システムの無

線局（注34） 

 （１）57GHzを超え66GHz以下の周

波数の電波を使用し、かつ、

10ｍＷ以下のもの 

 （２）その他のもの 

７ （略） 

（略） 

 

 

500 

 

 

20 

（略） 

  ９ 10.5ＧＨｚ

を超え134Ｇ

Ｈｚ以下 

１～５ （略） 

６ 小電力データ通信システムの無

線局 

 

 

 

 

７ （略） 

（略）     

20 

 

 

 

 

 

（略） 

 

  

注 １～33 （略） 注 １～33 （略） 

34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定

する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において

、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示す

る。  

(1) （略） 

(2) 312ＭＨｚを超え315.25ＭＨｚ以下、401ＭＨｚを超え406ＭＨｚ以下、

433.67ＭＨｚを超え434.17ＭＨｚ以下、2,400ＭＨｚ以上2,483.5ＭＨｚ以

下、10.5ＧＨｚを超え10.55ＧＨｚ以下、24.05ＧＨｚを超え24.25ＧＨｚ

以下、60ＧＨｚを超え61ＧＨｚ以下，76ＧＨｚを超え77ＧＨｚ以下又は77

ＧＨｚを超え81ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の

無線設備 

(3)・(4) （略） 

(5) 57ＧＨｚを超え66ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する小電力データ通

信システムの無線局の無線設備 

34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定

する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において

、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示す

る。 

(1) （略） 

(2) 312ＭＨｚを超え315.25ＭＨｚ以下、401ＭＨｚを超え406ＭＨｚ以下、

433.67ＭＨｚを超え434.17ＭＨｚ以下、2,400ＭＨｚ以上2,483.5ＭＨｚ以

下、10.5ＧＨｚを超え10.55ＧＨｚ以下、24.05ＧＨｚを超え24.25ＧＨｚ

以下、57ＧＨｚを超え66ＧＨｚ以下，76ＧＨｚを超え77ＧＨｚ以下又は77

ＧＨｚを超え81ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の

無線設備 

(3)・(4) （略） 

  

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

第１～第29 （略） 

第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容

値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

第１～第29 （略） 

第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容

値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 



五頁 

 

 １～４ （略） 

 ５ 57ＧＨｚを超え66ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの ９ＧＨｚ

から周波数の許容偏差分を減じた値 

第31～第66 （略） 

 １～４ （略） 

 

 

第31～第66 （略） 

  

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

 １～30 （略） 

 31 57ＧＨｚを超え66ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信

システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値

にかかわらず、次のとおりとする。 

 １～30 （略） 

  

 

  周  波  数  帯 不要発射の強度の許容値   

 55.62ＧＨｚ以下 任意の１ＭＨｚ幅における平均電力

が（－）30ｄＢｍ以下 

  

 55.62ＧＨｚを超え57ＧＨｚ以下及び

66ＧＨｚを超え67. 5ＧＨｚ以下 

任意の１ＭＨｚ幅における平均電力

が（－）26ｄＢｍ以下 

  

 67.5ＧＨｚを超えるもの 任意の１ＭＨｚ幅における平均電力

が（－）30ｄＢｍ以下 

  

 32 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信

システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設

備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、２(1)及び(3)に規定す

る値にかかわらず、次のとおりとする。 

  (1)～(3)  （略） 

 31 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信

システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設

備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、２(1)及び(3)に規定す

る値にかかわらず、次のとおりとする。 

  (1)～(3)  （略） 

 33～60 （略）  32～59 （略） 

   附 則  

 （ 施 行 期 日 ） 

 １ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

 ２ こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 改 正 後 の 第 四 十 九 条 の 二 十 第 七 号 に 規 定 す る 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の の 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能 に 支 障 を

与 え な い 限 度 は 、 改 正 後 の 設 備 規 則 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 と す る 。 

 ３ こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 改 正 後 の 第 四 十 九 条 の 二 十 第 七 号 に 規 定 す る 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を



六頁 

 

使 用 す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の の ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、 改

正 後 の 設 備 規 則 別 表 第 三 号 3
1
の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 表 ２ に 規 定 す る 値 に よ る も の と す る 。 

 ４ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規

定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も な

お そ の 効 力 を 有 す る 。 

 ５ 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 審 査 を 受 け た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 は 、 平 成 三 十 五 年 四 月 一 日 以 降 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

  


